
民泊開業の流れ

空き家地方創生株式会社



30万円50万円

12月キャンペーン中につき
最大50%offとなります！



民泊開業の流れ

STEP1.　ご相談・お打ち合わせ

初回のお打ち合わせにて、空き家をどのように活用していきたいかのヒアリングをさせていただ

き、ご一緒に最良の方法をご提案いたします。

STEP2.　契約・コンサル初期費用入金

ご契約内容をご確認後、ご契約、コンサル初期費用をご入金いただきます。

STEP3.　残置物選定

民泊に使えるものはそのまま残し、貴重品などは持ち帰り頂きます。
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※上記期間は目安であり、内容により前後する場合がございます。



民泊開業の流れ

STEP4.　ブランドコンセプト決め

物件の立地や建物・敷地の状況を考慮し、最適なターゲット設定・コンセプト企画・内装インテリアデザ

インを行います。

STEP5.　必要な補修工事・家具選定・備品購入のお見積もりと工事

民泊のブランドコンセプトに合うインテリア家具・備品の選定・なるべくコストを抑えた最小限の補

修工事を行います。

STEP6.　許認可申請

民泊開業に必要な公的機関の許認可申請（消防法令適合通知書申請・民泊営業許可申請）を行いま

す。営業許可が下りるまでの所要期間：およそ 1ヶ月半〜2ヶ月
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※上記期間は目安であり、内容により前後する場合がございます。



民泊開業の流れ

STEP7.　写真、動画撮影

プロカメラマンによる民泊の内観・外観を撮影します。

STEP8.　認可後、弊社サイト、民泊サイトに掲載

民泊のブランドコンセプトに合うインテリア家具・備品の選定・なるべくコストを抑えた最小限の補修工

事を行います。※予約サイトによっては審査に 1〜3ヶ月程度かかる場合があります。

民泊オープン
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STEP9.　民泊売上のお支払い

売上は毎月末締め、翌末に管理費 20％、各予約サイト手数料と清掃費を差し引いた金額をご指定の

口座にお振り込み致します。※清掃費は、弊社に依頼いただいた場合のみかかります。
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※上記期間は目安であり、内容により前後する場合がございます。



個人の場合

１、住宅登記事項証明書（原本）

２、市町村の身分証明書（原本）

３、住宅の平面図　

４、誓約書（様式B）
５、消防法令適合通知書

６、住民票

７、賃貸人の承諾を証する書面

　　or 住宅宿泊管理業者との委託契約書（写し）

８、建物図面（あれば）

９、測量図（あれば）

民泊開業に必要な書類一覧

法人の場合

１、定款（写し）

２、法人登記事項証明書（原本）

３、住宅登記事項証明書（原本）

４、役員の市町村の身分証明書（原本）

５、住宅の平面図

６、誓約書（役員分）

７、消防法令適合通知書

８、賃貸人の承諾を証する書面

　　or 住宅宿泊管理業者との委託契約書（写し）

９、建物図面（あれば）

10、測量図（あれば）



１、消防設備機器

２、民泊営業許可申請費

３、修繕費用（※必要な場合のみ）

４、家具・リネン・備品（※必要な場合のみ）

５、家電（※必要な場合のみ）

６、清掃費用

７、宿泊予約サイト掲載手数料

　（※予約サイトによりかからない場合もあります）

８、文書費（書類送付時の送料など）

民泊開業に必要な費用一覧

民泊申請でかかる費用の内訳

［申請にかかる実費］

●住宅(土地・建物)登記事項証明書発行印紙代：1200円（600円/通）

●本籍地市町村の身分証明書発行費用：300円/通
　※市町村によって発行費用が異なる場合があります

　※郵送請求の場合定額小為替の手数料：200円/枚
●＜法人の場合＞

　履歴事項全部証明書発行印紙代：600円/通
●＜個人の場合＞

　住民票発行印紙代：300円/通
●住宅宿泊管理業者への委託料金

　：初回11,000円/物件、月額費用：1100円/宿泊室

●その他郵送手続きによる送料実費

※その他費用がかかる場合には事前にご相談させていただきます。




